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Ⅰ 事業の概要 
 

１ 背景と目的 
 令和４年に法改正があり、新たな地域医療構想において精神科医療も位置づけられ
ることとなった。国が示した「入院医療中心から地域生活中心へ」という方策を推進
するために、保健所がどのように取り組んでいるかを調査し、効果的な取組について
報告書等を通じて活用してもらう。 また、精神保健行政に関心を持つ次世代の人材
育成に寄与することを目指す。  
 
 

２ 構成メンバー 
分担事業者 稲葉静代（岐阜県可茂保健所（兼）関保健所 所長） 
事業協力者（リーダー以外は 五十音順） 
サブグループ A 
 リーダー 中原由美（福岡県筑紫保健所 所長） 

岡本浩二（川口市保健所 所長） 
長井 大（鳥取市保健所 所長） 

サブグループ B 
 リーダー 向山晴子（東京都世田谷区世田谷保健所 所長） 

大下彩子（大津市保健所 精神・難病支援係長） 
杉山更紗（大津市保健所 精神・難病支援係精神保健福祉士） 
鈴木祐子（東京都保健医療局保健政策部・特命担当課長） 
松本昌子（葛飾区保健所・保健予防課長） 
山口文佳（長崎県上五島保健所 所長） 
山本信太郎（福岡市保健医療局保健所 精神保健・難病対策部長） 

助言者 
海老名英治（厚生労働省精神・障害保健課 課長） 
村上純一（あわいの医院 院長、 （前）琵琶湖病院） 
森川すいめい（ゆうりんクリニック） 
柳 尚夫（岐阜県精神保健福祉センター 所長） 
横山勝教（香川県中讃保健所 所長） 
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３ 事業の内容 
（１）市町村体制整備に対する保健所支援調査 （サブグループ A） 
 精神患者を「入院医療中心から地域生活中心へ」移行するためには、生活の基盤を
支える基礎自治体の姿勢が大変重要になってくる。市町村の体制整備（相談体制、重
層的支援体制の構築等）に対して保健所がどのように取り組んでいるか、またその効
果について調査する。 
 
（２）保健所を有する基礎自治体内の連携強化 （サブグループ B） 
 特別区および政令指定都市等、保健所機能を有する基礎自治体において自治体内の
関係部局と連携強化に着手した内容について事例報告する。  
 
（３）動画作成 
 （１）（２）のテーマに関連した施策促進、並びに精神保健行政への関心層を増や
すために動画等のコンテンツの作成を試みる。（稲葉、横山 他） 
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４―１ 報告「市町村の体制整備に対する保健所支援」 
リーダー   中原由美（福岡県筑紫保健所） 

岡本浩二（川口市保健所） 
長井 大（鳥取市保健所） 

要要旨旨  
    
【【目目的的】】 積極的に市町村支援を行っている保健所を対象に個別支援のうち同行訪
問に着目した事例調査を行い、好事例として提示、横展開することで、市町村の相
談・支援体制の整備推進を目指す。  
【【方方法法】】  既存の調査結果から、積極的に市町村支援を行っている保健所をピックア
ップし、その保健所を対象にメールにて自記式調査票を送付し、メールにて回収、そ
の後 Zoom を利用したインタビュー調査を行った。調査項目は、管内の状況、保健所
の体制、市町村との連携による個別支援の件数及び内容、個別支援の取組の促進要因
や阻害要因、市町村との連携による個別支援を行うことの成果、個別支援以外で力を
入れている市町村支援の取組とし、インタビューでは、調査票回答内容の確認に加え、
個別支援による市町村の人材育成、市町村支援が継続できている要因や市町村支援を
行う意義などについて聞き取りを行った。  
【【結結果果】】 インタビュー調査で出たキーワードは、「依頼は断らない」、「頼られたら
断らず、一緒に考える」、「求められた支援は、真剣に丁寧に行う」、「一緒に動い
て、一緒に考える」、「市町と一緒に汗をかく」、「一緒に悩んで、一緒に考え、一緒
に学び合う」、「人材育成を行うには、個別支援は最適」、「市町村から頼られなくな
ったら、保健所は終わり」、「市民は市が支える、保健所は市を支える」であった。  
【【結結論論】】 市町村支援として人材育成につながる個別支援の取組をしっかり行うた
めに、保健所長が行うことは、保健所職員一人一人が、断らず一緒に動く保健所と
いう姿勢を常に意識して業務に取り組むようにすることと、保健所職員は異動が付
きものなので保健所の精神保健担当者が若手や精神保健福祉の経験が浅い者となっ
た時にも良好な関係が維持できるように、属人的でなく、組織的な取組ができるよ
う、保健所職員の人材育成もしっかり行うことであると考える。  
  
キーワード：精神保健、保健所、市町村支援、個別支援、同行訪問  
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１ はじめに  
 
 市町村・保健所・精神保健福祉センターとの重層的支援体制を構築していくため
に、保健所は、市町村が行う精神障害者等への個別支援に対する助言や指導を積極
的に行い、人材の育成及び技術的水準の向上を図ることが必要である。  
 保健所と市町村が個別のケース支援を一緒に行うことで、市町村職員の人材育
成、また保健所の若手職員の支援経験にもなることから、今回は積極的に市町村支
援を行っている保健所を対象に個別支援の同行に着目した事例調査を行い、好事例
として提示、横展開することで、市町村の相談・支援体制の整備推進を目指す。  
  
２ 方法  
（対象保健所選定方法）  
 国が実施した令和 6 年度調査結果 1)から、保健所・精神保健福祉センターから個
別ケース支援のバックアップを受けていると回答した市町村の割合が多かった都道
府県 2)を対象に、県保健所長会長に、市町村に対し個別のケース支援を積極的に行
っている保健所の推薦を依頼  

1) 国が毎年行っている市区町村実態調査  
    調 査 名：精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業 
             での実態把握調査  
    対  象：全都道府県の市区町村 1,741 か所  
    調査方法：電子メールによる自記式調査票の配布・回収   
    調査期間：令和 6 年 12 月 17 日〜令和 7 年 1 月 14 日  

2) 新潟県、埼玉県、山梨県、滋賀県、和歌山県、島根県、岡山県、香川県、  
  愛媛県、高知県  

  
（対象）  
 前述の方法で選定し、調査への協力と同意が得られた 13 保健所  
  
（調査方法）  
メールにて自記式調査票を送付し、メールにて回収。その後、Zoom を利用したイ
ンタビュー調査  
  
（調査時期）   
令和 7 年 9 月〜10 月  
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（調査項目 ９項目）  
 管内の状況 
 保健所の体制 
 市町村との連携による個別支援の件数及び内容 
 個別支援の取組の促進要因や阻害要因 
 市町村との連携による個別支援を行うことの成果 
 個別支援以外で力を入れている市町村支援の取組 
 同行訪問等による市町村の人材育成 
 市町村支援が継続できている要因 
 市町村支援を行う意義   
 
  
３ 結果  
 調査対象保健所の概要（表１）  

 
 インタビュー調査を「個別支援の取組の促進要因」「個別支援による市町村の人材
育成」「市町村の人材育成を行う成果」という３つの視点でまとめた。 
  

− 5 −



7 
 

（１）個別支援の取組の促進要因  
・寄せられた依頼は断らず、必ず何らかの対応をしていることで、保健所が信頼さ
れている。  
・依頼を断ることなく協力することで、困ったら保健所という考えが根付いている  
・住民を地域で支えていくためには、市と一体になりながらやっていくこと、安心
して保健所を頼ってもらうようにするということを、保健所職員一人一人が意識を
持ち続けること  
・一緒に考えていきましょうという姿勢  
・個別支援を丁寧に対応すること、町と一緒に汗をかくこと  
・事例検討を市町に出向いて地道に積み重ねる  
  
（２）個別支援による市町村の人材育成  
・個別支援では町の職員と一緒に見立てを行い、方向性を決めている。この機会が
人材育成の良い機会  
・一緒に動いていく中で、共に学び合い育ち合う関係性を構築している  
・一緒に動いて、一緒に考えてを続けていくことで、市町が自分達の役割として認
識するように変わっていった  
・在宅で困っている事案のアセスメントや連絡調整を一緒に行いながら、これが市
町の人材育成に繋がる  
・個別支援に丁寧に関わることで関わりのアセスメント・評価・改善のステップを
一緒に出来るし、関係機関との連携強化や人的ネットワークも拡げていけるように
繋げていく関わりが出来る。個別支援は人材育成というミッション遂行には格好で
ある  
・市町村の人材育成の観点では、保健所が一緒に関わることが OJT となるので保健
所職員もその点を意識してやっている  
・一緒に面接や訪問を行っている。相談している現場を市町の職員にみてもらうこ
とが重要と考えている  
・市町は慣れていないため、不安で対応がわからず、一歩目の足がでてこない。そ
こを保健所が同行訪問を行うことで、市町の人材育成となり、市町が力をつけ、住
民が安心して暮らせる地域づくりにつながっている  
・見立て、対応方針、支援の方向性を考えるため、同行訪問。主は市町なので、そ
の後は市町で対応。保健所が関わったケースについては、バックアップで保健所か
ら時折確認をしている  
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・若手保健師がいる市町村の面談同席・同行訪問は丁寧に、一方地域を知り尽くし
全体が視えているベテラン保健師の在籍する市町村ではその保健師が自治体内部で
対処が可能となっている。そういった背景の違いに応じて適切に支援することが大
切である  
・市町ごとに特性がある。若手保健師が増えて世代交代中の自治体では、もう少し
俯瞰的な視点で関係機関とのつなぎを意識してほしいという思いをもってケース支
援を行っている。自分のところだけで抱え込むことと表裏一体で重症化のリスクと
いう問題も意識して市町に関わっている。 
   
（３）市町村の人材育成を行う成果  
・町に相談があれば町がまず対応することができているので、保健所に余力が生ま
れ、優先課題に取り組むことができる体制になっている  
・市町の対応力がつくことで、普段の関わりは市町が、緊急性の高い場面は保健所
でといった役割分担ができ、保健所は自分達が対応すべきことをしっかりできるよ
うになっている  
・措置入院者等の支援協力を逆に市町に依頼することもあるので、持ちつ持たれつ
の関係性が構築できている  
・地域に出向いていかないと事例に出会えない。市町への個別支援は保健所の若手
職員の育成にもつながっている  
  
なお、今回調査にご協力いただいた保健所の個別支援の事例については、一部個別
支援事例集（29 ページ〜）に掲載しているので、参考にしていただきたい。  
  
 
４ 考察  
  今回、市町村支援として人材育成につながる個別支援の取組をしっかり行ってい
ると思われる 13 保健所にインタビュー調査を行った。管内市町村数や人口規模、市
町村の専門職（主に保健師）配置状況等は様々であり、また保健所の体制も様々で
あることから、取組として、これをすればということは難しいが、インタビュー調
査で出たキーワードは以下のとおりであった。  
「依頼は断らない」、「頼られたら断らず、一緒に考える」、「求められた支援は、真
剣に丁寧に行う」、「一緒に動いて、一緒に考える」、「市町と一緒に汗をかく」、「一
緒に悩んで、一緒に考え、一緒に学び合う」、「人材育成を行うには、個別支援は最
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適」、「市町村から頼られなくなったら、保健所は終わり」、「市民は市が支える、保
健所は市を支える」。  
 このことから保健所長としてまず行うべきことは、以下の２点であると考える。  
（１）保健所職員一人一人が、断らず一緒に動く保健所という姿勢を常に意識して
業務に取り組むようにする  
（２）保健所は担当者の異動が付きものなので保健所の精神保健担当者が若手や精
神保健福祉の経験が浅い者となった時にも良好な関係が維持できるように、属人的
でなく組織的な取組ができるよう、保健所職員の人材育成もしっかり行う  
 
 そして、市町村職員の人材育成をしっかり行うことで、以下の成果が期待でき
る。  
 市町村職員が精神保健に関する個別支援能力をつけることで、母子保健分野や包
括支援センター、障害福祉分野等との更なる連携により、基礎自治体単位でケース
に対応できるようになり、障がいのある方へのよりよい支援につながる  
市町村の対応力がつくことで、普段の関わりは市町村が、緊急性の高い場面は保健
所でといった役割分担ができ、保健所は自分達が対応すべきことをしっかりできる
ようになる。  
 保健所は市より専門性が高い支援が必要と自らが判断する事案や処遇困難事例に
対しての対応助言や同行訪問というように役割分担ができるようになる。 
なお、今回インタビューの中で全国保健所長会への要望として以下の意見をいただ
いた。  
「スティグマをなくすためには、学校保健で教育としてしっかりやっていかなけれ
ばならない。そうすることで、日本のどこででも、「今日は、精神科病院にいくの
ね」といった挨拶が普通にできる地域になる。ぜひ、全国保健所長会でもその働き
かけをお願いする」  
 各保健所において、学校保健分野への働きかけもあわせて行っていただけること
を望む。  
  
 
５ 謝辞  
お忙しい中、調査対象選定にご協力いただきました新潟県、埼玉県、山梨県、滋賀
県、和歌山県、島根県、岡山県、香川県、愛媛県、高知県の県保健所長会長並びに
調査にご協力していただきました保健所の皆様に心よりお礼申し上げます。  
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４―２ 報告「保健所を有する基礎自治体内の連携強化」  

リーダー  向山晴子（東京都世田谷保健所） 
大下彩子（大津市保健所） 
杉山更紗（大津市保健所） 
鈴木祐子（東京都保健医療局保健政策部） 
松本昌子（葛飾区保健所） 
山口文佳（長崎県上五島保健所） 
山本信太郎（福岡市保健医療局保健所 

精神保健・難病対策部） 
 

【はじめに】精神障害のある方の課題は多岐にわたり、従来の支援の枠組みだけでは
対応が難しく、医療的支援生活支援の双方が重層的にかかわれる体制が不可欠である。
その一方で、高齢者介護、母子保健、障がい者支援、生活困窮者自立支援事業等の相
談対応の際に、メンタルヘルスの課題をもつケース対応が実に多くなっており、職種
を問わず、精神保健の対応力が求められる場面が多くなっている。 
誰もがメンタルヘルスの課題を持つ可能性があることを認識して、誰もが地域で安

心して暮らし続けるための「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム（にも包括）」
の構築を、単なる制度の運用ではなく「地域づくり」と捉えることが重要と考える。
「地域づくり」のためには自治体内外そして部局を超えた協働は欠かせない。 
今や、自治体の精神保健対応力の向上は喫緊の課題である。 
そこで、今回は、特別区および政令指定都市等、保健所機能を有する基礎自治体に

おいて精神保健部局と自治体内の関係部局との連携強化について検討することを目
的とした。 
【方法】班員所属自治体の特別区世田谷区と政令指定都市の福岡市について事例報告
する。 

【結果】世田谷区では、保健所が中心となって、啓発から個別支援、ぴあ活動、身体

合併症対応、医療連携、従事者育成、非自発的入院の再入院予防等までを含めた「に

も包括事業」に庁内連携と協働を基盤として取り組んでいる。 

 福岡市は、令和 6 年 7 月 1 日に 7 つの区保健所を統合して福岡市保健所を設置し

た際に、精神保健における本庁部門も統合した精神保健・難病対策部が新設された。

「にも包括」推進に当たっては、市と区の連携改善、全市的課題の可視化、全市標準

化と区の個別化の両立、市から区へのフィードバック機能の強化を目指している。 

【結論】 

 精神保健福祉業務が保健所の業務として位置づけられていない自治体もあるが、

保健所をはじめとした精神保健福祉業務を主管する部署が、中心となって、部局を

超えた協働体制を構築し、自治体全体の精神保健対応力を向上させ、誰もが地域で

安心して暮らし続けることのできる「地域」を作り上げていきたい。 
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（１）世田谷区における「にも包括」につながる活動の協働 
 
１ はじめに  

世田谷区は人口約 92 万人、主管衛生部は 1 保健所・5 保健福祉センター（母子・
健康づくり・精神保健を所管）の体制で、障害福祉部等との連携のもとに、庁内連
携と協働を基盤としつつ啓発から個別支援、ぴあ活動、非自発的入院の繰り返し予
防等までを含めた「にも包括事業」に取り組んでいる。  

本報告では、精神障がいのある方が地域で安心して暮らし続けるための「精神障
害にも対応した地域包括ケアシステム（にも包括）」の構築を、単なる制度運用では
なく「街づくり」と捉え（世田谷区の障害福祉・障害者計画である「インクルージ
ョンプラン」の基本的視点の一つと位置付けている）  
1. 退院促進（地域移行・定着支援）を焦点として始まった「グランドデザイン」

以降の現状分析や課題対応が不十分なまま、「にも包括」の範囲自体が拡がりだ
している中で、改めて各自治体の当事者・事業者・区民・行政が「安心して住
み続けられる」に関する具体的なイメージを持ち、ぴあの参画のもとに意思決
定をして、コアとなるべき事業の強化や方向性を定めていくこと  

2. ⑴を実現するには、庁内外の連携・協働や一部は都・国等との分担・連携が必
要であるが、庁内連携に関して本庁レベルと現場レベル相互の縦・横で質の高
いネットワークが必要であること  

3. ⑶新たな精神保健医療課題への予防的対応や、思春期保健の課題、高齢精神・
身体が合併症に関するセーフティネットを構築できるような人材育成を、保
健・福祉分野双方が強化する必要性 等が顕在化している。  

★これらの課題は、公衆衛生・地域保健活動の基盤と共通であり、保健所の役割は
大きい。  
 
２ 背景と課題認識  
近年の精神保健福祉の現場では、従来の支援の枠組みだけでは対応が難しい、複合
的・複雑化した課題に直面している。疾病性・事例性の双方をアセスメントし、こ
れらの「複雑困難」の中身を類型化して、 時代に即した支援や医療・福祉連携、啓
発・地域づくりの在り方、等に戦略的に取り組む必要がある。  
  困難事例の質の変化: 医療・支援を拒否するケース、依存症、発達障がい傾

向・パーソナリティ傾向・多頭飼育などが絡み合い、従来型の精神科医療の治
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療限は大きい事例が顕在化してきて、往々にして地域の支援者を悩ませてい
る。  

  組織的な課題: 全庁手に経験豊富なベテラン職員の退職と若手職員の増加が進
む一方、業務量は増大している。遠隔地の病院への訪問や、一人ひとりに寄り
添う丁寧なケースワークが困難になりつつある。また、複合課題を持ち、ライ
フステージにとらわれないケース支援の連続性にも課題は大きく、時に組織を
ゆるがすクレーム対応等のスキルが必要となっている。  

  都市部特有の課題: クリニック・小規模な訪問看護ステーション、民間の障害サ
ービス事業者は多数存在するものの、職員の入れ替わりも多く、継続的な関係
性を築いて安定した支援チーム・連携を積み上げることが難しい側面がある。
また、障害者の相談支援事業所にも得意・不得意はあるが、作業所等の通所型
施設からの発展型が多いため、医療的課題の調整、多様な精神疾患へのアセス
メント・対応等にはまだまだハードルがある。  

 
これらの課題に対し、世田谷区では「精神保健は保健所の専門分野」と縦割りで

捉えるのではなく、生活保護、高齢者福祉、障がい者福祉といった福祉分野と保健
分野が、専門性を理解・尊重しつつも一体となって取り組む・システムづくりが不
可欠であると考えられる。  
 
関連組織の体制について（令和 7 年度）  

世田谷区の精神保健福祉施策は、障害福祉部門と、主管衛生部である「世田谷保
健所」が連携・協働・分担して推進している。精神疾患は可逆性があり、医療と生
活支援の重層性が必要なことが多いため分野の異なるこれらの組織が協働するに
は、「にも包括」の推進には大前提となる。また、新規事業や事業の拡充・再構築に
あたって企画・財政部門等が「にも包括」の実態を理解することは難しく、ともす
ると「給付事業」を中心とした既存事業等でカバーできないか・・・との指摘もあ
る。このため、何らかの取り組みや人員・組織体制の強化などは、目的の明確化や
期待される事業効果等について、企画段階から一体的な検討のもとにすすめる必要
がある。（例 入院患者訪問支援事業と「地域移行・定着促進」の関係性、ぴあ相談
員の育成と活躍の場、ニーズ等）  
 
＜精神保健福祉に関連する主な組織＞  
  領域の福祉所管部  
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障害福祉部（障害施策推進課、障害福祉サービス課）  
保健福祉政策部（保健福祉政策課、保健医療福祉推進課、地域包括ケア担当部
を兼ねる）  
高齢福祉部  
子ども若者対策部（児童相談所を含む）  

（各総合支所 保健福祉センター 保健福祉課、子育て支援課、生活支援課）  
 
領域の主管衛生部  世田谷保健所  
（健康企画課、健康推進課、感染症対策課、健康危機管理担当副参事、統括保健
師、生活保健課  
 
健康推進課  
 健康推進課で母子・精神・・栄養・歯科保健等を担当。精神保健担当は自殺対策
を含む計画、地域に派遣する「精神保健相談員」のとりまとめ・事例検討、警察官
通報の受理経由・医療観察法関係、夜間電話相談事業、各種講習・講演会、「こころ
カフェ」の運用、「こころとからだのトリセツ講座」≒リプロダクティブヘルスの推
進（全区立中への出前事業）、思春期出張事例検討の開催等、全庁的・先駆的対策を
担っている  
 
地域の相談支援部局（五か所の総合支所内に設置）  

各保健福祉センター  
 健康づくり課＝保健所保健相談課  ※保健所が本務組織  
生活支援課（生活保護・自立支援担当等）、保健福祉課（数名の保健師配置
在り、障害福祉・高齢福祉等）、子育て支援課（子ども家庭支援センター機
能、ネウボラの福祉部分）  

 
３ 連携を促進するための主な取り組み  
「福祉と保健の協働」を具現化するため、以下の 3 つを柱とした取り組みを推進し
ている。  
（１） 企画段階からの組織的協働  

課題が発生してから連携するのではなく、施策の企画段階から関係部署が関わる
体制を構築している。  
  係長ワーキングの実施: 保健福祉センター・本庁の関係各課の係長級職員によ

るワーキングを設置し、施策の検討段階から評価等に関して課題認識や目的を
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共有することで、円滑な協働体制が築ける。（入院者訪問支援事業などでは、法
改正の説明から始めて約一年検討）  

  多職種チームの活用: 保健師と精神保健相談員等で構成される「多職種チーム」
を保健所に設置することで、長年、保健師のみで対応してきた精神保健福祉の
質の向上に寄与。措置入院や区長同意が必要な困難事例への訪問、退院後支援
計画の作成などを、地域の保健福祉センターと連携しながら実施するだけでな
く、地区担当保健師が困難を感じるケースの同行訪問やカンファレンス等に同
席している（多くは他自治体の精神科救急や医療機関等での豊富な勤務経験あ
り）  

 
（２）専門家によるバックアップ体制（事例検討）  

福祉分野など、医療専門職がいない第一線の職員が多様で、時に易怒的で合意形
成が困難なケース、受診拒否・中断ケース等にも安心して対応できるよう、また、
「見守りと介入のポイント」を精神科医療と法的な視点の双方からバックアップ
し、「見立てと手だて」を拡げる後方支援体制を整備している。  
 
★令和７年度〜新規（保健福祉政策部保健福祉政策課に「特別支援チーム」を設
置、保健師・福祉職の係長が地域の「保健福祉センター」４課が特に複雑困難とし
てあげてきた事例を検討し、モニタリングを行う。あわせて例えば「透析を必要と
するが拒絶的な精神疾患患者への対応」等については、拡大事例検討・研修等を行
い、区職員の人材育成に繋げている）  
 
  助言チームの設置: 生活保護、高齢・障がい福祉部門などが抱える困難事例に対

し、精神科医や弁護士からなる助言チームが専門的見地から助言を行う場を設
けているが、「複雑困難」のいくつかのパターンに類型化できるようになってき
ている。同時に、ほとんどの場合は管理職を含めた組織対応（限界設定）が必
要であったり、地域の住民・民間の相談支援者対応も必要なケースであるた
め、今後は事業評価を行いながら既存の取り組みの強化を含めた解決策を検討
する必要がある。  

  「見立て」と「次の一手」の支援: 特に、本チームは、現場のケースワーカーが
困難を感じるケースの「見立て（アセスメント）」と、「次に何をすべきか（次
の一手）」を一緒に考える役割を担っているため、未受診や医療面でのアセスメ
ントが困難な事例についても、現場の対応力強化につながっている。  
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なお、精神科医は都立中部総合精神保健福祉センターから招へいしていたが、来
年度は区内の病院・精神科医会にも働きかけることで、身体合併に対応できる医療
機関の増加や困難事例の支援力、医療連携等に反映させていきたい（地域医療構想
とも連動？？）  
 
 
（３）現場職員のスキルアップ（合同研修）  

分野を問わず、すべての対人援助職が精神保健に関する基本的な視点を持てるよ
う、人材育成に取り組んでいる。令和７年度は従来から区の介護・福祉職研修とし
て実施していた「クレーマー研修」を再編し、「コミュニケーション困難なケースや
家族の気づきと対応」という、状態像に着目した事例提示やグループワークの研修
を実施した（講師は精神保健福祉センターや精神保健福祉課の勤務経験を持つ保健
所長）  
  「困難事例の気づきと対応」合同研修: 従来のクレーム対応研修などを発展さ

せ、コミュニケーションが難しいケースへの「気づき」と「対応」を学ぶ研修
を、福祉職など非医療専門職を対象に実施した（約 400 名以上が受講）  

  ネットワーク単位での研修への発展: 上記の合同研修をきっかけに、保育園・
幼稚園や介護予防・地域包括支援センターが各職能団体として「メンタル不
調」に関するスキルアップや連携を深め、本人・家族支援のありかたや「地域
包括ケアシステム」の実践に資するようにしたい・・と目的で分野別の研修が
企画・実施された。対面での研修を基本としつつ、職員数も多いため、一部は
オンデマンドで配信している。合計で 500〜600 名程度が受講し、総合支所の地
域単位でも事例検討が開催されるなどの動きも出ている。  

★ケースの背景に関する見立てや、薬物療法を中心とした精神科医療の効果と限界
等を知ることにより、 多くの受講者から「次の手だてを考えたり、背景を理解し
「きちんと聴く」ことでケースの立場を改めて理解することの重要性等を学んだ。
や、組織的な対応を知ることで、職員の離職防止にもつながる・・等の声が寄せら
れている。  
 
 
４ 協働から見えてきた課題と公衆衛生的視点  

福祉と保健の協働を進める中で、これまで見えにくかった分野横断的な課題がよ
り明確になり、実事例等からのエビデンスが持てるようになった。  
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  顕在化した課題:  
精神的に不安定な方の身体合併症（透析治療など）への対応  
5 歳児健診で見える保護者のメンタルヘルスの問題（受容、否認の問題も大
きい）  
多頭飼育等のの背景にある精神的不調と社会的孤立（令和 8 年度〜新規事業
の予定）  
市販薬依存や摂食障害、成人の発達障がい傾向への専門的な対応（自殺総合
対策とも連動）  

これらの課題は、公衆衛生の視点から見ると、特定の高いリスクを抱えた個人・
集団への介入が求められる「ハイリスクアプローチ」の対象となる課題（身体合併
症、多頭飼育など）と、集団全体へのスクリーニング等を通じてリスクの早期発見
を目指す「ポピュレーションアプローチ」の対象となる課題（保護者のメンタルヘ
ルスなど）が混在している。  

現代の地域精神保健は、この両アプローチを効果的に組み合わせ、分野横断的な
連携のもとで統合的に推進していくことが求められている。この実現に向け、今後
はさらに教育分野なども含めた多分野での連携を深め、より重層的な支援体制の構
築を目指す必要がある。  
 
 
【連携強化に向けた具体的提案】  
① ポピュレーションアプローチからハイリスクアプローチへの循環の創出:  
学校・地域での早期発見体制の強化:   

世田谷区では 2 年前より、「包括的性教育」に取り組み、全区立中学に講師を派遣
して、バウンダリーや自己のヘルスリテラシーの向上等にも取り組んでいるが、教
育分野との連携は大きな懸案の一つでもある。  
 ●今年度は、 地域保健福祉との橋渡しをする職種としての「スクールソーシャ
ルワーカー」や教育内部の課題、母子保健と学齢期の接続の問題等に関して、教育
長・教育 3 部の部長と、保健福祉政策・保健所長・統括保健師・子ども若者部長  
 ⇒ まずは、既存の接点（例 保健所・精神保健福祉センターによるアウトリー
チ支援型事例検討・助言対応や要対協の積極的参加・活用など）を活用するととも
に、将来的にはジョプローテーションや、職能の強化？なども考慮すべきか・・。  
 
② ハイリスク事例から得られる知見の地域への還元:  
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課題解決型ケーススタディの共有: 多頭飼育や身体合併症など、分野横断的な対
応を要した困難事例の支援プロセスを匿名化して整理し、関係機関（福祉、保健、
動物愛護、住宅支援など）で共有する研修会を実施。  

また、これらの意見を「警察署との連絡会」（20 年ぶりに開催し、にも包括や都
の精神科救急、地域支援の課題などを共有）であったり、全区での「地域包括ケア
会議」等にも提示し、個別の事例対応で得たノウハウを、地域全体の支援力や実践
につなげる。  
  
 
５ まとめ  
 世田谷区では、「にも包括」の構築を、本人を中心とした支援の輪を地域に広げて
いく「街づくり」と捉え、福祉と保健の協働を推進している。困難な課題は多いも
のの、分野の垣根を越えて互いの強みを活かし、共に考える文化を醸成し、誰もが
安心して暮らせる地域社会の実現に向けて動いている。市型保健所も、人財の確
保・定着には課題があり、ともすると「精神疾患」に忌避的な職員も少なくない
が、協議の場は作りやすく、福祉と保健・医療は様々な接点・協働がある。このた
め、こうした縦横の連携を通じて、「にも包括」の中で「誰のために、なんのため
に」を区として収斂していくことは比較的やりやすく、その手法は、他の公衆衛生
分野と同一である。  

なお、精神科医療の特徴の一つは「重症度が高いほど医療から遠ざかることがあ
る」や、非自発的入院制度であるが、世田谷区のインクルージョンブランに、障害
保健福祉の関係者が「北極星」と称する「国連の勧告」を受けて・・とあえて記載
していることは、特記に値するのかもしれない。  
 
 
【出典】  
日本医療政策機構「第 104 回 HGPI セミナー 精神障害にも対応した地域包括ケア
システムとアウトリーチ支援の展望」  
(https://hgpi.org/wp-content/uploads/The104th-HGPI-Seminar_JPN.pdf)  
 
参考資料・別添 「世田谷区における にも包括」の取り組み（令和 7 年度精神保
健福祉連絡協議会資料） 
 

− 16 − − 17 −



18 
 

（２）福岡市保健所における精神障がい者への退院後支援体制について 

山本信太郎（福岡市保健医療局保健所 精神保健・難病対策部長） 

 

１ 精神保健・難病対策部新設の背景と目的 

（1） 実施の背景 

精神保健分野において、措置診察や複雑困難事例への統一的対応の必要性や、医療

観察法対象者支援や精神科救急対応など、専門性を要する業務の効率化が求められて

いたことを踏まえ、令和 6年 7月 1日に広域的・専門的を集約した福岡市保健所が設

置された際に、精神保健における本庁部門も統合した精神保健・難病対策部が新設さ

れた。今回は、「措置入院者の退院後支援」を中心に、新体制がもたらす効果と今後

の展望について報告する。なお、本稿に記載されている見解は筆者個人の者であり、

所属する組織の公式見解ではない。 

 
（2） 精神保健・難病対策部新設の目的 

 精神保健・難病対策部新設の主な目的は以下の通り。 

① 精神保健業務の専門性向上：措置診察等の統一的・迅速な対応体制の確立 

② 専門職の集約による対応力強化：複雑困難事例への高度な専門対応の実現 

③ 広域的対応能力の向上：措置入院者の退院後支援や医療観察法対象者支援

等の区域を超えた連携強化 

④ 効率的な業務執行体制の構築：精神保健業務の標準化と質の均てん化 

 

 

２ 精神保健・難病対策部新設前後の体制比較 

項目 新設前（令和 6 年度 6 月時点） 新設後（令和 6 年 7 月時点） 

業務体制 ・各区保健福祉センター（健康課・
地域保健福祉課）が個別実施 
・本庁（健康医療部保健予防課）が
企画・調整 
・精神保健福祉センターが専門相
談・審査等 

・市保健所精神保健・難病対策精神保
健・難病対策課に専門業務を集約 

・各区保健福祉センター健康課・地域
保健福祉課は市民サービス継続 
・精神保健福祉センターが専門相談・
審査等を継続 

職員配置 ・保健予防課精神保健福祉係︓4 名 
・各区健康課精神保健福祉係︓計
34 名 
・その他会計年度任用職員を本庁
および各区に配置 

・精神保健・難病対策課︓事業調整係
3 名、精神保健福祉第 1 係 7 名、  
精神保健福祉第 1 係 7 名 計 17 名 
・各区︓健康課健康づくり係精神保健
福祉担当計 28 名 
・その他会計年度任用職員を保健所
および各区に配置 
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項目 新設前（令和 6 年度 6 月時点） 新設後（令和 6 年 7 月時点） 

指揮命令系
統 

・各区保健福祉センター保健所長
による個別管理 

・精神保健・難病対策部長による統一
的管理 

 

※新設前の各組織の主な役割分担 

保健予防課 精神保健福祉施策企画・調整、措置入院事務、措置診察調査・立会（緊
急措置診察を除く）、精神科病院実地指導、精神科救急医療調整 

各区保健福祉センター 精神保健福祉相談、措置診察調査・立会、家庭訪問指導、手帳申請受付・
交付、自立支援医療受付・交付、障がい福祉サービス支給決定 

精神保健福祉センター 専門相談、審査業務、精神医療審査会、技術支援、研修実施 
 

 

３ 精神保健福祉領域における具体的な変化 
（1） 組織再編による機能強化 

  精神保健・難病対策部精神保健・難病対策課の新設（1部 1課体制） 

  措置入院等業務体制の強化（日勤・夜勤の 2交代制） 

  精神障がい者の地域生活移行・定着支援の強化（入院から退院後支援まで

の一元的支援） 

  広域的・専門的機能の一元化（にも包括、医療観察法対象者等支援） 

 

（2）業務機能の再配分（抜粋） 

業務内容 新設前 新設後 

警察官通報への対応 
（平日夜間・休日） 

全区を 7 区からの当番制で対
応（オンコール制） 

保健所で広域的対応 

上記以外の 22 条〜
26 条の通報等への対
応 

本庁＋各区で対応 保健所で広域的対応 

措置入院後の退院支
援・家庭訪問 

区で訪問 保健所と区で訪問 

医療保護入院 各区で個別対応 保健所で広域的対応 

医療観察法対象者支
援 

各区で個別対応 保健所で広域的対応 

精神保健福祉相談（専 各区で対応 保健所で困難事例対応 
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業務内容 新設前 新設後 

門対応） 精神保健福祉センターで専門
相談 

精神保健福祉センターで専門相
談 

こころの健康相談（初
期対応） 

各区で対応 各区で継続（市民サービス維持） 

精神保健福祉手帳・自
立支援医療申請 

各区で受付・交付 各区で継続（市民サービス維持） 

 
（3）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム（にも包括）の推進体制強化 

項目 新設前 新設後 

市と区の連動 各区取組みの共有不足により、市
と区の連動が不十分 

保健所が統括機能を発揮し、市と区
の重層的連携体制を構築 

課題共有 「顔の見える関係性づくり」は構
築されているも、全市的な課題整
理が困難 

全市的に取り組むべき課題の整理・
共有機能を強化 

各 区 ネ ッ ト ワ
ーク会議 

7 区それぞれ独立した運営 市検討部会による統一的な方向性
の下で、各区ネットワークが連携 

 

４ 措置入院者の退院後支援について 
※ 福岡市では、国ガイドライン（平成 30 年）が示される前の平成 19 年 1 月

から、独自の「措置後フォロー」を実施。 

 

(1) 支援の枠組み 

  国ガイドラインに基づく「精神障がいのある人の退院後支援に関する福岡市

事務処理要領」による支援を開始。 

  病院から症状消退届が提出される約 2週間前には保健所に連絡が入る県内の

仕組みがあり、退院前から病院とフォロー方針を確認しやすい状況にある。 

(2) 支援プロセス 

  措置入院者のうち、支援に同意した患者を対象に「退院後支援計画」を作成・

交付。 

  計画に基づき、保健所職員と区の地区担当保健師が連携し、家庭訪問や関係機

関との調整等、継続的な支援を実施。 

  支援拒否でも関係機関と連携することで、ほぼ全ての対象者の状況を確認。 
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５ 精神保健福祉分野におけるメリット 
（1） 措置診察業務の迅速化と均てん化 

  措置診察体制の強化：専門職集約による 24 時間対応体制（警察官通報に対

する現地での事前調査は全例実施）とし、迅速な初動対応を実現 

  統一的な判断基準の適用：各区間の対応格差解消 

 

（2） 専門性の向上と複雑困難事例への対応強化 

  専門職間の連携強化：知見共有による対応力向上 

  医療観察法対象者支援の充実：区域を超えた対応力の向上 

 

（3） 一貫的な退院後支援体制 

  措置入院の判断から退院後の家庭訪問まで継続的支援を実現 

 

（4） 精神保健相談の標準化と質の向上 

  精神保健福祉相談の対応事例集約による標準化 

  精神保健福祉専門職の知識・技術向上、ノウハウ蓄積による対応力強化 

 

（5） にも包括推進における連携体制の強化 

  市と区の連動改善：保健所による統括機能により、不十分だった市と区の連

動が改善 

  全市的課題の可視化：各区の取組み状況や課題等を市全体で共有し、全市的

に取り組むべき課題の整理を実現 

  標準化と個別化の両立：全市共通の方針の下で、各区の地域特性に応じたネ

ットワーク会議運営を支援 

  フィードバック機能の強化：市検討部会での協議結果を各区に共有し、継続

的な改善サイクルを構築 

  

（6） 医療機関との連携強化 

  一元的な窓口設置による情報交換の円滑化 

  精神科病院実地指導の効率化 

  精神科病院との連携強化による地域移行支援の推進 

 

 

６ 精神保健福祉分野の今後の展望 
 

今回の体制強化は、人口 160 万人規模の政令指定都市において、専門性向上と市民

サービス維持の両立を実現した先進的取組と考えている。今後も、市民に身近な相談・

申請業務は各区で継続しつつ、専門業務の集約効果を最大化し、関係機関との連携を

さらに強化することで、市民の精神保健福祉の向上に努めたい。 
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（３）地域生活中心の精神保健医療福祉体制整備に向けた取組
について 

        大下彩子（大津市保健所 精神・難病支援係長） 
杉山更紗  （同 精神・難病支援係精神保健福祉士） 

  
1 はじめに  
大津市は、平成 21 年 4 月の中核市移行に伴い保健所を設置し、精神保健分野では
保健予防課の精神・難病支援係において、精神保健相談を基盤に、自殺対策、ひき
こもり支援、依存症対策、家族教室、普及啓発のほか、地域移行の促進や地域包括
ケアシステムの構築等の業務に取組んでいる。さらに、市内 7 か所のすこやか相談
所、15 か所の地域包括支援センターとも連携しながら、住民の精神保健を支える体
制を取っている。  
  
2 現状と課題  
 精神保健相談の中には、近隣からの苦情や警察介入を契機に問題が顕在化する事
例も多く、背景には本人や家族の孤立、支援に繋がらないまま長期化することによ
る状態の悪化がある。また、入退院を繰り返す方への支援では、退院直後に緊急対
応が必要となる事例もあり、退院後の生活を見据えた支援が十分に行われていない
課題も残されている。  
  
3 大津市での取組  
 こうした状況を踏まえ、本市は令和 4 年度より「精神保健福祉に関する早期介
入・支援事業」を開始した。専任の多職種チームを配置することで、信頼関係の構
築が困難な未受診や受診中断、入退院を繰り返す方への頻回訪問を可能とする体制
を整備した（図 1）。事業の運営会議を精神障害にも対応した地域包括ケアシステム
構築に向けた協議の場として位置づけ、医療、福祉、行政等が事例を通して未受
診・受診中断等に関する地域課題を共有している。  
加えて、既存の大津市障害者自立支援協議会の精神福祉部会も円滑な地域移行に向
けた協議の場として活用し、年 1 回「地域包括ケア研修会」を共催している。令和
5 年度には、市内精神科病院の長期入院者の実態調査を実施し、退院阻害要因や病
院と地域における退院支援に対する認識の差を整理した。これを受け、退院後の生
活を具体的にイメージできるよう、地域の相談窓口やサービスを紹介する動画を作
成している。 
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4 今後の展望  
今後は、早期介入の取組や事例検討会を通じて支援者の技術の質を高めるととも

に、精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築に向けた協議により庁内外の
関係機関と現状や課題を共有し、お互いの役割について理解を深めることで、精神
障害の有無に関わらず安心して地域で暮らし続けられる体制作りを推進する。 
また、関係機関と作成した動画を活用し、地域生活への移行も促進していきたい。 

図 1 大津市精神保健福祉に関する早期介入・支援事業実施体制図   
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４−３ 取材動画 
（１） 琵琶湖病院 編 
【精神保健改革のグッドプラクティス】 

「入院医療中心から地域生活中心へ」を進めてきた琵琶湖病院と大津市保健所の
方々に聞いた、きっかけ、気づき、そしてこれからについて 
（YouTube 解説より 抜粋） 

2025 年 8 月 19 日に、滋賀県にある琵琶湖病院で、大津市保健所の方々にも参加し
ていただいて、精神科医の村上純一さんと精神保健福祉士の山中一紗さんに地域移行
についてインタビューをしたものです。このインタビュー動画の出演者は病院、保健
所、精神保健福祉センターとそれぞれ所属している機関がありますが、それぞれの発
言はあくまでも個人の声としてであり、組織を代表しての意見ではありません。ただ、
さまざまな立場の中に、こうした考えを持って働いている人たちがいて、グッドプラ
クティスがあったことが伝われば幸いです。 
（本編 60 分）  URL： https://www.youtube.com/watch?v=EwKkwt7B8fQ  
（ショート版）URL：https://youtube.com/shorts/IJCHLOBynJI 
  
 （本編 60 分）                  （ショート版） 
 
 
 
 
 

（２） 久留米市保健所 編    
【令和 7 年度 精神班】 久留米市保健所のレポートです 
（YouTube 解説より 抜粋） 

2025 年 9 月 2 日に、全国保健所長会の藤田会長のいらっしゃる久留米市保健所を
訪問して取材させていただいたものです。藤田会長並びに保健予防課の方々にもご
参加いただいて、中核市保健所である久留米市保健所が、精神の緊急対応も県から
移譲しながら精神入院患者の地域移行に取り組んでいる様子
を「中核市はちょうどいいサイズ感」だと、誇りをもって語
ってくださいました。  
 この動画で精神保健にご関心をもっていただく方が少しで
も増えれば幸いです。 
URL： https://www.youtube.com/watch?v=GCWpvrTq6Mg 
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５ まとめ 
 
 従来、精神疾患に関する行政対応は主として県型（政令市含む）保健所業務とされ
てきたが、令和６年４月の法改正により、市町村も精神に関する相談業務を行うこと
となったが、市町村の受け止めや取組は多様である。 

しかし、生活の場を支えてくれる基礎自治体が精神に何らか課題を抱える住民に
対して、包括的に相談や支援を行うことによって、より早期かつ適切な対応につな
がると考える。県型保健所の役割としては、市町村と協働して事例にあたることを
通じて、伴走型の人材育成が求められていると考えられた。 

また今回の報告では、市型保健所を有する自治体内の連携については、首長の方
針や制度改正など、上位からの方針で促進された事例が中心となった。そのような
影響が少ない自治体においては、関係部局の担当者レベルのつながりに頼るところ
が多いということもうかがわれた。どのようにしたら自治体内の組織間連携を促進
できるかという視点で、引き続き成功事例を収集し全国に共有していきたい。 

動画コンテンツは「手軽」「触れてもらいやすい」という特性から、精神保健の関
心層を増やす試みとして取り入れてみた。「地域移行」「オープンダイアローグ」「中
核市のほどよい規模感」など、まずは、全国の保健所長を対象に映像で身近に感じ
ていただくことを想定していたが、精神保健の担当者から「関係者向けの会議で使
いたい。」「精神科病院に紹介したい。」という声が多く聞かれた。地域移行支援を促
進するためには、自治体の受け皿だけではなく、病院側の意識も重要であることが
理解できた。 

また、今回の取材で、精神緊急対応から地域移行支援までの包括的に取り組んで
いる中核市の事例を提供することができた。近年、全国の保健所設置数が減少する
中で、中核市保健所数は増加している。「ちょうどいい規模感」を生かした公衆衛生
対策の取組について期待が持てる情報を発信できた。中核市保健所の成り立ちや規
模感は全国で大きな幅があることは承知しているが、取組を検討している中核市の
参考になればと考えている。  
  

− 24 − − 25 −



26 
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１ 個別支援事例集  
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（１） 保健所→市町村への支援事例 
（同行訪問・同伴面接、事例検討や助言）  
（保健部門）  
・市の保健師より、受診援助が必要なケースと思われるので、本人の病状の緊急性
の確認と夫の説得のため、保健所に同伴訪問をお願いしたいと相談があり、入院前
後の訪問、受診援助。適宜情報共有。  
 ・両親より市に息子が大麻を使用しているとの相談が入る。市担当者より、保健所
に相談対応についての依頼が入る。同伴面接を行い、依存症者の相談対応について
市担当者に学んでもらう。その後も市担当者と一緒に経過を見守り、家族の相談に
ものっている。  
 ・ひきこもり等の精神保健福祉に課題がある新規ケースの対応について、電話によ
るコンサルテーションと状況によっては見立てのための同伴訪問を実施した。  
 ・半年前から医療中断となっており、家族が町に相談し、町から今後の対応方法を
一緒に考えてほしいとの相談があり、同伴訪問を実施。以前よりだいぶ痩せてしま
い、落ち着かない様子が確認出来たので、かかりつけ病院に相談し、次の週に家
族、町と一緒に受診援助を実施し、精神科病院に入院させた。  
 ・10 代ひきこもり男性。強迫性障害あり。母に対する高圧的態度が続き、母が疲
弊している。一緒に介入方法を考えてほしいと役場保健師から相談あり。母に対す
る家族支援を共に行い、訪問にも同行し、その後訪問看護導入する。  
 ・自傷行為、異性問題、出奔を繰り返す若年女性への対応と助言を目的に、市町村
保健師より支援依頼あり。本人・家族面接、医療へのつなぎを支援し、以後は相談
時対応とした。  
   
（生活福祉部門）  
・アルコール問題のある生活困窮者について、市町村より支援依頼があり、同伴面
接をした。その後、継続面接を重ね、債務処理の支援を行った。  
 ・生活困窮による自殺未遂者について、市保健師より相談があり同行訪問。債務整
理が出来たことで気持ちは安定。生活状況確認のため、月 1 回の訪問を継続中。  
 ・50 代ひきこもりの母(80 代)から生活困窮の相談が役場に入る。その後ひきこも
り支援を行うこととなり、家族支援ということで、毎月役場で役場保健師と家族面
談をおこなっている。  
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（母子保健部門）  
・14 歳学生の発達特性と不登校について、市町村保健師より支援依頼があり。同行
訪問し、本人及び家族面接を実施。以後は相談時対応とした。  
 ・精神疾患のある母子について、生活調整や就労継続を目的に、市町村よりケース
会議、同行訪問の依頼あり。定期的に市町村と同行、対応中。  
 ・10 代の不登校の子を持つ母親より、保健所へ電話相談があった。その同日、以
前より同ケースを支援していた児童相談所職員および市職員より保健所へ「母のメ
ンタルヘルス支援をお願いしたい」旨の支援依頼があり、ケース会議に参加した。  
 ・摂食障害 14 歳女性について、市町村保健師より、支援について助言の依頼あ
り。疾病教育等の助言を行い、資料の提供をした。その後、当所も家族と面接し、
医療や対応方法について家族に助言を行った。  
  
（障がい部門）  
・障害者虐待が疑われる事例について市より相談が入る。市職員と訪問を行い状況
確認する。うつ症状がみられる。関係機関で協力し、本人が入院できる体制を築
き、入院となる。  
   
（高齢・介護部門）  
・地域包括支援センターより７０代男性、単身生活者で精神的に不安定なケースに
ついて相談がある。包括と保健所で訪問を実施。精神科への入院が必要なケースと
思われた。市の担当課に協力を求め、生活保護、市町同意を整え、関係機関で本人
を説得し、病院に連れて行き入院となる。  
 ・老々介護のケースで夫が妻の介護にのめり込み、そのストレスから妻のケアマネ
ジャーに暴言を吐き、適切な介護が出来ていないことから今後の対応について町の
包括支援センターから保健所に相談。町と同伴訪問を実施し、うつ病の見立てを行
い、必要に応じて本人が通院している医療機関に情報提供を行う共に、２〜３ヶ月
に１回町と定期訪問を実施し、介護の労ねぎらい、ショートステイ等の施設サービ
スの利用についても進めながら見守りを行っている。  
 ・町の地域包括支援センターから連絡。町から訪問をしているが精神疾患を疑う言
動があり、同行訪問の依頼あり 2 度同行し、別に住む家族に状況を伝え、精神科に
受診。その後施設入所となった。  
 ・認知症の診断がある高齢女性の妄想や破壊行為について、市町村地域包括支援セ
ンターから相談あり。警察対応や受療について説明した。  
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 （２）保健所と市町村との連携による個別支援  

 

 ・入居者のことで賃貸会社から保健所に相談があり、市や包括、生保担当等の関係
機関と関わり、ケース会議を実施。警察に保護されたことをきっかけに、そのまま
関係機関で病院につなげて入院となる。  
 ・24 歳、男性。大学を中退し、ひきこもり状態。母が急死し、長年別居していた
父が戻ってきたことで、父から保健所に相談がある。本人から病的な訴えがあるも
のの、本人は父を嫌っており、父子のやり取りが困難。父が本人の就労について社
協に相談したことで、市の重層的支援体制整備事業の方でも支援が入ることとな
り、支援会議に参加した。  
 ・高校からパニック障害で通院中。当時より買い物依存の傾向があり、お金が手元
にあると使い込み借金がある状況で、家族から保健所に相談あり。定期面談でプロ
グラムを実施し、家族面談も併せて実施。本人妊婦のため、今後市での継続的な関
わりを依頼。  
 ・10 年以上のひきこもりで家族から相談あり。相談事業所、市、保健所で交代で
の訪問や、ケース会議を定期的に実施。本人とは直接出会えないが、社協とも連携
し食糧支援を切り口にしたきっかけを模索中。  
 ・自殺未遂支援事業で把握。市と一緒に家族面談を継続。発達特性、疾患からくる
衝動性や気分の波での行動化があったが、家族に関わり助言し、家族のしんどさを
受け止める関わりの中で本人は変化し、作業所に参加できるようになった。  
 ・精神緊急対応で医療に繋がったケース。退院を機に訪問看護を導入、B 型作業所
への通所開始となる。退院後、生活が落ち着くまでは、市と保健所で同行訪問し、
定期的にケース会議を行った。  
 ・中二から引きこもりの４０代男性、母親の別件での相談をきっかけに保健所の精
神保健担当につながり、そこから町保健師ともつながった。支援者のネットワーク
会議に参加し、支援中  
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2 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に

向けた世田谷区各事業の取組み状況 
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３ 地域で良く出逢うコミュニケーション困難なケースの対応 
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